
 

 

 

 

 

中小企業庁が「賃上げ・最低賃金対応支援特設

サイト」を開設しました 
 

◆中小企業庁が最低賃金引上げ対応の国の支援制度

をまとめた特設サイトをオープン 

 

今年も最低賃金の引上げが実施されました。近年、

大幅な引上げが続いており、企業としては対応に苦慮

するところです。 

そのような中、中小企業庁は、賃上げ・最低賃金対応

をしながら、新製品開発、新設備の導入、販路開拓、従

業員の処遇改善や人材確保の取組みをする中小企業・

小規模事業者への国の支援制度をまとめた「賃上げ・

最低賃金対応支援特設サイト」を開設しました。 

 

◆補助金・助成金・税制・相談窓口などの情報を一括で

確認 

 

特設サイトは、以下のステップにより、自社に合った

補助金・助成金（ＩＴ・設備投資支援に関する補助金、業

務改善助成金、キャリアアップ助成金等）、税制優遇（賃

上げ促進税制）、相談窓口（よろず支援拠点、働き方改

革推進支援センター等）といった支援策をすぐに見つけ

られるよう工夫されています。 

○ステップ１ 賃上げに必要な人件費の増加分を知る 

○ステップ２ 商品・サービス別、顧客別の「利益」を計

算し、「伸ばすべき」商品・サービスを検討する 

○ステップ３ 賃上げ原資の確保に向けて対策を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆自社に合った支援制度を見つけるために活用を 

 

時給引上げ額、勤務日数、従業員数などを入力する

ことによって、１日、１週間、１月、１年当たりの各増加額

を算出できる「人件費増加額シミュレーション」や、利益

を得るための売上高等をシミュレーションできる「儲かる

経営 キヅク君」など、自社の状況をシミュレーションす

るのに活用できるツールも盛り込まれていますので、ぜ

ひ活用したいところです。 

【中小企業庁「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」】 

https://mirasapo-plus.go.jp/chinage/ 

 

12 月は「職場のハラスメント撲滅月間」です 

 
◆職場におけるハラスメントの種類と防止措置 

 

毎年 12 月は、厚生労働省が定める「職場のハラスメ

ント撲滅月間」です。 

職場におけるハラスメントは、働く人の能力を十分に

発揮することの妨げになるだけでなく、個人の尊厳や人

権を不当に傷つける許されない行為です。 

ハラスメントには、職場での優位性を背景としたパワ

ーハラスメント、性的な言動によるセクシュアルハラスメ

ント、妊娠・出産・育児等に関するマタニティハラスメント

などがあります。これらは職場秩序を乱し、生産性の低

下や人材流出、企業の社会的評価の低下を招く重大な

問題です。正社員のみならず、契約社員・パートタイム・

派遣といった雇用形態を問わず、すべての労働者が安 

心して働けるよう配慮が求められます。 

 

 

 

 

 

12 月の税務と労務の手続期限［提出先・納付

先］ 

 
10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降

に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰

延承認申請書の提出［給与の支払者（所轄税務

署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の

配偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控除申

告書、給与所得者の基礎控除申告書、所得金額調

整控除に係る申告書の提出［給与の支払者（所轄

税務署）］ 

※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場合は、

翌日になります。 
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